
令和３年度 上半期経営状況のご案内

（令和３年9月30日現在）

静岡県信用農業協同組合連合会



　

　

　

　

　

　

　

　静岡県信用農業協同組合連合会の令和３年度 上半期（令和３年４月１日から

令和３年９月３０日）における経営状況（単体）について、ご案内いたします。

１．地域に対する当会の考え方

２．地域の皆さまからの資金調達・

地域の皆さまへの資金供給の状況

３．地域密着型金融への取組み

４．社会的・文化的貢献活動等

１．主要勘定の状況

２．損益の状況

３．単体自己資本比率（国内基準適用）

４．不良債権の状況

５．有価証券等の時価情報

地域の皆さまとの関わり

業 績

静岡県信連について

～ 開 示 項 目 ～

１．静岡県信連の概要

２．経営方針

３．静岡県信連グループ中期経営計画

４．ＪＡバンク自己改革の取組み

５．農業メインバンク機能の強化等にかかる取組み



（令和３年9月30日現在） 

経営方針

当会では、「静岡県信連グループ中期経営計画（2020～2022年度）」において、

「Agrigional Coordinator～食と農を未来へ ヒトと地域をつなぐ信連へ～」をビジョンとして掲げ、

静岡の誇る食と農を未来へつないでいくため、ヒトと地域、食農分野をつなぎ、静岡の農業の発展に

なくてはならない存在となることを目指し、取り組んでいます。

また、静岡県信連グループは、国連が提唱する「持続可能な開発目標(SDGs)」の趣旨に賛同し、

「創造性ある金融サービスをとおして地域社会に貢献する」という経営理念のもとに、

“Agrigional Coordinator”として、ヒトと地域、食農分野をつなぎ、地域社会と農業の持続的発

展に貢献して参ります。

静岡県信連について

１．静岡県信連の概要

● 設 立： 昭和２３年８月

● 住 所： 静岡市駿河区曲金三丁目８番１号

● 会 員 数 ： ５１会員（正会員３１会員／准会員２０会員）

● 出 資 金 ： １，６１３億円

● 役 員 数 ： 経営管理委員１６名／理事５名／監事４名

● 職 員 数 ： ２７３名

● 店舗体制： 本店／富士営業部／浜松支店

２．経営方針

当会は、“農協金融を協同の精神で支援する県単位の連合組織金融機関”であるとともに、

“地域社会と地域経済に密着した金融機関”として会員・お客さまの期待と信頼にこたえるこ

とを使命とします。

● 連合組織金融機関として調和を大切に効率的な組織機能を発揮します。

● 創造性ある金融サービスをとおして地域社会と夢のあるつながりを目指します。

● 社会的責任を自覚した健全経営を行います。

理 念

３．静岡県信連グループ中期経営計画

アグリージョナル コーディネーター

アグリージョナル コーディネーター
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　当会は、平成28年度よりＪＡバンク全国施策ではカバーしきれない領域を補充すべく、全国施策と併

せて「ＪＡバンク静岡アグリサポートプログラム」を展開し、県内農業者の所得向上及び持続的な発展に

向けた取組みを実践しています。

①ＪＡバンク静岡保証料助成

　農業資金のお借入をされる農業者を支援するため、保証料助成による金融支援を行っています。

②JAバンク利子補給

　農業資金の融資を受ける農業者の借入負担の軽減を図り、経営をバックアップするため、利子補給に

よる金融支援を行っています。

③自然災害等による農業被害への金融支援

　台風・凍霜害・雪害等の自然災害や新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた農業者の

早期復旧を支援するため、利子補給・保証料助成による金融支援を実施しています。

④担い手育成支援

　農畜産業の担い手の育成や、地域農業基盤の振興・発展及び地域活性化につなげるため、県内の農業高

高校等の学生が行う研究等に対して費用助成を行っています。

農業を取巻く状況は厳しさを増すなか、ＪＡグループは平成26年に自らの改革として「ＪＡグループ自己改

革」を策定しました。

ＪＡバンクもＪＡグループの一員としてこれまで以上に農業・地域に貢献していくため、信用事業の取組みを

「ＪＡバンク自己改革」として取りまとめ実践してきました。

当会におきましても、ＪＡバンク静岡アグリサポートプログラムをはじめとした農業者支援やＪＡらしい金融

サービスの提供等の県域施策を推し進め、今後も引き続き、農業所得増大・地域活性化に結び付く取組みを継続し

ていきます。

４．ＪＡバンク自己改革の取組み

５．農業メインバンク機能の強化等にかかる取組み

《 令和３年８月３日 静岡県教育委員会にて》《 令和３年７月28日 県立農林環境専門職大学にて》

〇研究等に対する助成金目録贈呈式

●信連による県域施策

 JAバンク静岡アグリサポートプログラムの実践

 農業者（組合員）への融資サポート

 JA担い手サポートセンター機能構築への取組み

 販路拡大による農業者の所得向上

 JA営農・経済事業の成⾧・効率化に向けた取組支援

 JA店舗機能・運営体制の整理

 非対面チャネルの普及促進

 信用事業合理化策及び事務の集約・効率化

 OTM導入に係る助成

 農業応援金融商品の企画・販売

 JAバンク食農教育応援事業の展開

 農畜産物直売所利用促進への取組み

 子育て世代とのコミュニケーションの充実

 店舗再編に伴う金融移動店舗車両のJAへの導入支援

取組項目

農業所得増大と地域活性化に資する踏み込んだ対応

JAが営農経済事業に全力投球できる環境整備

農業と地域・利用者をつなぐ金融サービスの提供・地域貢献
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（単位：百万円）

項 目

貯 金 4,127,517 4,042,224 4,118,571

貸 出 金 479,258 475,297 464,200

預 け 金 3,081,284 2,840,645 3,000,289

有 価 証 券 等 879,204 1,013,216 965,379

（注）　１．貯金には譲渡性貯金を含めて表示しています。

　　　　２．有価証券等には金銭の信託・買入金銭債権を含めて表示しています。

（単位：百万円）

項 目

経 常 収 益 20,739 21,504

経 常 費 用 14,511 13,288

経 常 利 益 6,228 8,215

当 期 剰 余 金 4,849 6,398

（注）　令和２年度（令和２年９月期）及び令和３年度（令和３年９月期）は、半期ベースの実績です。

　　　　また、令和２年度（令和３年３月期）は、年間ベースの実績です。

（単位：百万円）

項　　　　目

（注）　金融庁・農林水産省告示第２号「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」に基づき算出してお

　　　　ります。

　一般に自己資本比率とは、貸出金や有価証券等で運用している「総資産」に対する「自己資本」の割合をいいます。

不測の事態における金融機関の拠り所は自己資本であり、自己資本比率は、金融機関の健全性を測る重要な指標です。

農業協同組合法等の法令では、自己資本比率が４％未満（国内基準）のＪＡ・信連に対し、経営の改善及び業務の停止等の

命令が発令されることが規定されていますが、令和３年９月期の当会の自己資本比率は15.02％と発令基準である４％を

大きく上回っています。

令和２年９月期 令和３年３月期 令和３年９月期

14.74% 15.02%

260,762

588

260,173

1,703,327

15.27%自己資本比率（(ハ)／(ニ)）

33,414

266,128

494

265,634

1,768,227リスク・アセット等の額の合計額　（ニ）

自己資本の額（(イ)－(ロ)）　（ハ）

コア資本に係る調整項目の額　（ロ）

コア資本に係る基礎項目の額　（イ） 262,988

637

262,351

1,779,762

令和２年９月期 令和３年３月期 令和３年９月期

《 参 考 》
令和２年度（令和３年３月期）

39,036

5,622

4,200

令和３年度（令和３年９月期）令和２年度（令和２年９月期）

業 績

１．主要勘定の状況

２．損益の状況

３．単体自己資本比率（国内基準適用）

- 4 -



　＜金融再生法に基づく開示債権＞ (単位 : 百万円)

債 権 区 分

破 産 更 生 債 権 及 び
こ れ ら に 準 ず る 債 権 0 － 3

危 険 債 権 6,419 7,426 7,208

要管理債権 （貸出金のみ） － － －

小 計 6,419 7,426 7,212

正 常 債 権 475,378 470,339 459,344

合 計 481,798 477,766 466,557

6,402 7,353 7,141

担 保 ・ 保 証 1,647 1,448 1,458

引 当 4,755 5,904 5,682

　＜リスク管理債権＞

区 分

破 綻 先 債 権 額 － － －

延 滞 債 権 額 6,413 7,420 7,206

３ か 月 以 上 延 滞 債 権 額 － － －

貸 出 条 件 緩 和 債 権 額 － － －

合 計 6,413 7,420 7,206

〔用語の説明〕

　＜金融再生法に基づく開示債権＞

　　○　破産更生債権及びこれらに準ずる債権

　　　　　破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する

　　　　債権及びこれらに準ずる債権

　　○　危険債権

　　　　　債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の

　　　　回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権

　　○　要管理債権

　　　　　３か月以上延滞債権で「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」に該当しないもの及び貸

　　　　出条件緩和債権

　　○　正常債権

　　　　　債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、

　　　　「危険債権」及び「要管理債権」以外のものに区分される債権

　＜リスク管理債権＞

　　○　破綻先債権

　　　　　元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁

　　　　済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収

　　　　利息不計上貸出金」という）のうち、法人税法施行令第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は

　　　　同項第４号に規定する事由が生じている貸出金

　　○　延滞債権

　　　　　未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の

　　　　支払いを猶予した貸出金以外の貸出金

　 　　○　３か月以上延滞債権

　　　　　元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日を起算日として３か月以上遅延している貸出金（破綻先債権及び

　　　　延滞債権を除く）

　　○　貸出条件緩和債権

　　　　　債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払い猶予、元本の返済猶予、債

　　　　権放棄、その他債務者に有利となる取決めを行った貸出金（破綻先債権､延滞債権及び３か月以上延滞債権を

　　　　除く）

令和２年９月期 令和３年３月期 令和３年９月期

令和３年９月期令和３年３月期令和２年９月期

保 全 額

４．不良債権の状況
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　＜有価証券＞ （単位：百万円）

区 分

令和２年９月期

売 買 目 的

満 期 保 有 目 的

そ の 他

合　　　　　　　　　計

令和３年３月期

売 買 目 的

満 期 保 有 目 的

そ の 他

合　　　　　　　　　計

令和３年９月期

売 買 目 的

満 期 保 有 目 的

そ の 他

合　　　　　　　　　計

（注）　１．本表記載の有価証券の時価は、期末日における市場価格等に基づく時価により計上したものです。

　　　　２．取得価額は、取得原価又は償却原価によっています。

　　　　３．売買目的及びその他の有価証券については時価を、満期保有目的の有価証券については取得価額を

　　　　　　貸借対照表価額としています。

　　　　　　また、売買目的の有価証券の評価損益については、当該期の損益に含まれています。

　＜金銭の信託＞ （単位：百万円）

区 分

令和２年９月期

運 用 目 的

満 期 保 有 目 的

そ の 他

合　　　　　　　　　計

令和３年３月期

運 用 目 的

満 期 保 有 目 的

そ の 他

合　　　　　　　　　計

令和３年９月期

運 用 目 的

満 期 保 有 目 的

そ の 他

合　　　　　　　　　計

（注）　１．本表記載の金銭の信託の時価は、期末日における市場価格等に基づく時価により計上したものです。

　　　　２．取得価額は、取得原価又は償却原価によっています。

　　　　３．運用目的及びその他の金銭の信託については、時価を貸借対照表価額としています。

　　　　　　また、運用目的金銭の信託の評価損益については、当該期の損益に含まれています。

104,852 105,670 817

1,896 1,914 18

－ － －

102,955 103,755 799

－ － －

97,976 98,246 269

101,157 101,427 269

91,375 91,020 △ 355

94,616 94,291 △ 325

3,180 3,180 －

取 得 価 額 時 価 差 額

3,241 3,271 29

－ － －

－ － －

109,388 116,257 6,868

7,180

732,725 781,676 48,951

851,672 907,804 56,131

658,634 711,634 53,000

768,023 827,892 59,868

取 得 価 額 時 価 差 額

－ － －

132,910 140,936 8,026

577,720 618,101 40,380

710,631 759,038 48,406

－ － －

118,947 126,127

５．有価証券等の時価情報
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　当会は静岡県下ＪＡ等が会員となって、お互いに助け合い、お互いに発展していくことを共通の理念とし

て運営されている相互扶助型の農業専門金融機関であるとともに、地域経済に密着した地域金融機関です。

　当会の資金は、その大半が県内のＪＡにお預けいただいた組合員及び地域の皆さまの大切な財産である貯

金を源泉としており、資金を必要とする組合員の皆さまや、ＪＡ・農業に関連する団体及び県内の企業・地

方公共団体等にもご利用いただいています。

　当会は、ＪＡとの強い絆とネットワークを形成することで信用事業機能を強化し、皆さまの経済的・社会

的地位の向上を支援するとともに、地域のパートナーとして農業と地域経済の持続的発展に貢献することを

使命としています。

　また、金融サービスの提供にとどまらず、文化、教育、環境、福祉といった面も視野に入れ、地域社会の

活性化に積極的に取組んでいます。

　＜地域の皆さまからの資金調達の状況＞

◇　預り先別貯金残高 （単位：百万円）

預 り 先

会 員

農 協

連 合 会

会 員 の 組 合 員

准 会 員 ・ み な し 会 員

員 外

合 計

（注）　譲渡性貯金は除いて表示しています。

　＜地域の皆さまへの資金供給の状況＞

◇　貸出先別貸出金残高 （単位：百万円）

貸 出 先

会 員

農 協

連 合 会

会 員 の 組 合 員

准 会 員 ・ み な し 会 員

員 外

合 計

（注）　県外貸出金は除いて表示しています。

△ 3,503105,155 101,651

△ 3,009

182

826 830 3

3,843 3,349 △ 493

101,312 98,302

819

1,719 1,518 △ 200

1,114

23,758 △ 9,868

3,989,059 4,062,168 73,108

令和３年３月期 令和３年９月期 増　　　　減

10,534 8,349 △ 2,184

3,930,140 4,013,785 83,645

3,955,433 4,038,409

令和３年３月期 令和３年９月期 増　　　　減

14,213 15,767 1,554

82,976

545 506 △ 38

△ 294

33,626

179 △ 2

地 域 の 皆 さ ま と の 関 わ り

１．地域に対する当会の考え方

２．地域の皆さまからの資金調達・地域の皆さまへの資金供給の状況

- 7 -



◇　農業関係貸出金残高（県下ＪＡ・当会取扱分） （単位：百万円）

資 金 名

農 業 制 度 資 金

農 業 近 代 化 資 金

農 業 改 良 資 金

ス ー パ ー Ｌ 資 金

青 年 等 就 農 資 金

そ の 他 制 度 資 金

ア グ リ ビ ジ ネ ス ロ ー ン

JA農業者ローン・
ＪＡアグリマイティー資金

〔資金の説明〕

　○　農業近代化資金

　　　　　農業を営む方や農業に関わる団体が、施設や農機具の取得、家畜購入、果樹植栽、小規模な土地改良、６次産業化へ

　　　　の取組みなどを行うときに利用できる資金です。

　○　農業改良資金

　　　　　エコファーマー、６次産業化の事業認定を受けた農業者等が行う施設の造成等、最新技術の導入、販売事業の開始等

　　　　のために利用できる無利息資金です。

　○　スーパーＬ資金

　　　　　日本政策金融公庫資金のうち、認定農業者向けの資金です。他の制度資金と比べ、償還期間を長く設定でき、大規模

　　　　な投資を行う際に利用できる資金です。

　○　青年等就農資金

　　　　　認定新規就農者の方が経営を開始するために必要な事業に対して利用できる無利息の長期資金です。

　○　アグリビジネスローン

　　　　　農業法人等農業の担い手を育成支援し、地域農業の振興に資するための運転資金・設備資金に利用できる資金です。

　○　ＪＡ農業者ローン

　　　　　農業のために必要な設備資金、運転資金、太陽光発電設備資金など、幅広い用途に利用できる資金です。

　○　ＪＡアグリマイティー資金

　　　　　農業のために必要な設備資金、運転資金のほか、太陽光発電設備資金や地域振興対策資金など、農業に関する幅広い

　　　　使途について、他金融機関からの借換も含めて対応できる資金です。

◇　新型コロナウイルスにかかる「災害等相談窓口」について

　JA バンク静岡では、令和２年３月より、新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けられました

事業者・農業者・農業法人等を対象に「災害等相談窓口」を設置しております。

〈 お問い合わせ先 〉●静岡県信連 農業部　TEL．054-284-9528

11,060 10,753 △ 306

16,696 15,334 △ 1,361

229 199 △ 29

2,644 2,604 △ 40

5,853 5,565 △ 287

45 25 △ 19

3,319 3,129 △ 189

4,833 4,008 △ 824

令和３年３月期 令和３年９月期 増　　　　減

- 8 -



　＜農業者・中小企業等の経営支援に関する取組方針＞

　当会は、「創造性ある金融サービスをとおして地域社会と夢のあるつながりを目指す」という理念のもと、

堅実・健全な経営を行い、農業者・中小企業等のお客さまに質の高い総合金融サービスをご提供することを

「当会の最も重要な役割のひとつ」として位置付け、業務を通じ地域の社会的課題の解決と経済発展の両立

を図ることで、SDGs 経営を実践して参ります。

◇　ビジネスマッチング

　お取引先さまの販路拡大等の新たなビジネスチャンスを創出するビジネスマッチングに積極的に取組ん

でおり、令和３年度上期の食農ビジネスマッチング件数は２５件で、うち１８件が成約となっています。

マッチング先

◇　「経営革新等支援機関」としての支援

　当会は、「経営革新等支援機関」として行政が行う経営効率化への取組みや新技術等を取入れた設備

投資に対する様々な補助金・税制優遇等の支援措置にも柔軟に対応することができる体制を整備してい

ます。

　農業生産者や中小企業の皆さまが抱える様々な経営課題の解決に向け、農業専門金融機関としての

コンサルティング機能の発揮に努め、引き続き地域の農業の経済の発展に貢献していきます。

◇　ＴＫＣ静岡会との覚書の締結について

　当会は、令和２年７月31日付でＴＫＣ静岡会と「中堅・中小企業の持続的成長支援に関する覚書」を

締結しました。本覚書は、当会及びＴＫＣ静岡会が相互の協力関係を強化し、ＴＫＣ会員の税理士・

公認会計士と当会役職員が協働して、中堅・中小企業の持続的成長支援に取組むことで、地域社会の

発展に寄与することを目的としています。

　本覚書に基づき、当会取引先企業の了解の下に、ＴＫＣより提供される月次試算表等の最新業績

データを活用し、企業との対話を通じて、資金繰り支援や様々な問題解決に向けた更なるコンサル

ティング機能の強化に努めてまいります。

◇　融資相談窓口の設置

　各融資営業の担当部店にお客さまからの融資相談に係る「相談窓口」を設置し、新規のご融資や

金融円滑化等の各種ご相談に対応する体制を整備しています。

　《金融円滑化に係る方針、金融円滑化に係る措置の実施状況》

　　＞＞＞ https://www.jabank-shizuoka.gr.jp/shinren/enkatsuka/

◇　経営者保証に関するガイドラインへの対応

　「経営者保証に関するガイドライン」に基づき経営者保証に依存しない融資の一層の促進に努める

とともに、お客さまとの保証契約を締結する場合やお客さまが本ガイドラインに則した保証債務の整理を

申し立てられた場合は、本ガイドラインに基づいて誠実に対応するよう取組んでまいります。

　《経営者保証に関するガイドラインへの対応方針》

　　＞＞＞ https://www.jabank-shizuoka.gr.jp/shinren/enkatsuka/

概要ニーズ内容

緑茶の販路拡大に向けた商品
『LeafTeaCup（緑茶カッ
プ）』の販売ニーズ

大手コンビニチェーンにて
販売するサツマイモ加工品の
原材料調達ニーズ

連携先

JAハイナン

食品卸売業
（食品商社／
農林中央金庫取引先）

①酪農業

②食品製造業

飲食業
（大手飲食チェーン／
農林中央金庫取引先）

SDGｓに関連する新商品開発
を目的とした食品リサイクル
ループの構築ニーズ

①飲食店で発生する食品残渣をもとに作られ
　た飼料により、乳牛を肥育
②搾乳された生乳を使用し製造したホワイト
　ソースをベースに新商品を開発・販売開始

小売店での販売や自動車ディーラーでの
来店者向けのドリンクとして販売が決定

県内JA・農業法人よりサツマイモの出荷が
決定

本会及び
農林中央金庫

取引先

JAハイナン
JA三島函南

農業法人

３．地域密着型金融への取組み
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◇　子育て支援商品の取扱い

　ＪＡバンク静岡では、地域・社会へ貢献する金融機関として、

少子化対策の観点から静岡県及び県下全市町により実施されている

『子育て支援パスポート事業』に賛同し、お得な特典のある「子育て

支援定期積金　すくすく」、「子育て支援定期積金　すくすくプラス」

をご用意しております。

　ＪＡバンク静岡では、今後も子育て支援商品のご提案や情報提供を

充実させ、子育て世代のライフプランを応援していきます。

◇　新型コロナウイルス感染症対策資金への対応

　新型コロナウイルス感染症により農業経営への直接または間接的な被害を受け、県下ＪＡにおいて

 お借入れをされた方に対し、農業経営の継続を支援するための緊急措置として、令和4年3月末まで以下の

金融支援を実施しています。

  （1）ＪＡバンク利子補給

　　①ＪＡの災害対策資金に対し、年1.0％以内の利子補給を実施します。

　　②利子補給対象期間は、借入日から最長５年間となります。

（2）保証料助成　保証料相当額を全額助成します。

◇　遺言信託代理業務の取扱い

　農中信託銀行の遺言信託代理店として、県下10ＪＡにおいて

遺言信託代理業務の取扱いをしております。

　相続一般に関することのご相談や、財産に関する遺言書作成など、

遺言者さまからのスムーズな資産・事業承継が行えるようお手伝いをさせていただきます。

◇　非対面金融サービスの提供　～「ＪＡバンクアプリ」～

　　ＪＡバンクでは、個人のお客さま向けに「ＪＡネットバンク」、

「ＪＡバンクアプリ」のサービスを提供しております。「ＪＡネットバ

ンク」は、残高照会や入出金明細の確認、振込だけでなく、定期貯金取引

や一部ローン取引等、時間や場所を問わずに利用可能なサービスであり、

安心かつ便利にご利用いただけます。また「ＪＡバンクアプリ」では、

残高照会、入出金明細をスマホで簡単に確認することができます。

　今後もＪＡバンクでは、非対面金融サービスにおけるお客さまの利便性

向上に努めてまいります。

◇　金融情報誌「JAmp」の発行

　「県内の遊・食・知をお届けする情報誌」として、金融関連情報のみな

らず季節の特集、地域の名所、静岡の旬の食材に関する情報等を四半期

単位（年4回）に発行しております。節目となる第40号を迎え、より多

くの皆さまに読んでいただけるよう、誌面の構成・デザインをシンプルで

見やすいものにリニューアルしております。

 　皆さまの生活に役立つ情報誌として、今後も充実した内容を提供して

まいります。

　県下ＪＡの店舗にてご覧いただけるほか、ＪＡバンク静岡のホームペー

ジにも掲載しております。

◇　お客さま本位の業務運営に関する取組方針

　ＪＡグループは、食と農を基軸として地域に根ざした協同組合として、助け合いの精神のもとに、

持続可能な農業と豊かで暮らしやすい地域社会の実現を理念として掲げています。

　当会では、この理念のもと、平成２９年３月に金融庁より公表された「顧客本位の業務運営に関する

原則」を採択するとともに、会員・利用者の皆さまの安定的な資産形成に貢献するため、取組方針を制定

いたました。

　今後、本方針に基づく取組みの状況を定期的に公表するとともに、よりお客さま本位の業務運営を実現

するため本方針を必要に応じて見直してまいります。
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◇　「公益信託ＪＡ・静岡県信連民俗芸能振興基金」による地域の民俗芸能保存・伝承活動への支援

◇　ＪＡバンク静岡から県内の小学校への教材本贈呈

◇　「フードバンクふじのくに」への食料の寄贈

◇　「静岡県信連SDGs宣言」の表明

４．社会的・文化的貢献活動等

ＪＡバンクでは全国的な取組みとして、子どもたちの農業への

理解をはぐくみ、地域農業の発展に貢献することを目的とした食

農教育応援事業を展開しています。

この事業の一環として、補助教材「農業とわたしたちのくら

し」を制作し、子どもたちが食・環境・農業・金融経済への理解

を深めるきっかけとなるよう全国の小学校に贈呈しています。

ＪＡバンク静岡では、令和3年3月16日（火）に静岡県教育委

員会へ目録を贈呈するとともに、県内530校（特別支援学校含

む）の小学5年生（約4万人）に教材を贈呈しました。

また、ユニバーサルデザインの考えに基づいた「特別支援教育

版」も制作し、特別支援学校や特別支援学級に贈呈しています。

《 しずおか民俗芸能マップ》

当会では、農協法制定50周年記念事業の一環として平成11年3

月に創設した「公益信託ＪＡ・静岡県信連民俗芸能振興基金」に

より、これまで、西大渕区（掛川市）を始め、掛塚屋台囃子保存

会（磐田市）や森町立森小学校おはやしクラブ（周智郡森町）な

ど、のべ246団体に対して助成を行い、静岡県内各地の民俗芸能

の保存・伝承活動に取り組んでいる団体や個人に対する助成活動

を通して、地域文化活動を支援しています。

令和2年度（第22回目）は、3団体に対し総額35万円の助成を

行いました。

なお、第23回目の募集は令和3年10月から11月まで実施し、

助成金交付については令和4年4月に行う予定です。

また、静岡県内各地の国・県指定の無形民俗文化財保護団体を

掲載した「しずおか民俗芸能マップ」を作成しています。

「公益信託JA・静岡県信連民俗芸能振興基金」に関するお問い合わせ先
●農中信託銀行株式会社 TEL．03５２８１１４２０
●静岡県信連 総務部 TEL．05４２８４９６５２

《 農業とわたしたちのくらし》

「フードバンクふじのくに」の設立の目的である「まだ安全に

食べられるにもかかわらず処分されてしまう食料を、企業や個人

から寄贈を受け、支援を必要としている人に適切に配るフードバ

ンク事業を地域の仕組みとして確立させ、相互扶助の社会作りを

目指す」ことに賛同し、当会が保管する防災食料の一部を寄贈し

ました。

令和3年4月にSDGs 宣言を行いました。

「国連が提唱する「持続可能な開発目標(SDGs)」の趣旨に賛

同し、「創造性ある金融サービスをとおして地域社会に貢献す

る」という経営理念のもとに、“Agrigional Coordinator”と

して、ヒトと地域、食農分野をつなぎ、地域社会と農業の持続的

発展に貢献します。」

にしおおぶちく かけつかやたいばやし

- 11 -


